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道路台帳とは？

　道路の区域や、道路施設の現況、道路に埋設されたライフラインや沿道の状況等、道路に関する
さまざまな情報を図面と調書にまとめたものを道路台帳といいます。
　また、道路台帳の基礎数値は道路整備計画の策定や道路の維持管理に関する基礎資料としてば
かりでなく、地方交付税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税等の算定資料としても各方面に広く利
用しています。
　都の道路台帳には、把握する内容に応じて３種類の道路台帳があります。

　車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限値を超える
車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには通行許可が必要です。

特殊車両の通行許可

道路台帳平面図 道路敷地構成図

道路台帳平面図
と調書

道路敷地構成図
と調書

地下埋設物台帳
平面図と調書

●道路施設の現況を表
示

●道路の区域線及び道
路現況幅員を表示

●主な占用物件（水道・
下水・ガス・電力・電話・
その他）の位置、大き
さを表示

●道路を構成する敷地
を所有者別等に表示

●道路の区域を数値で
表示

表
示
内
容

道路台帳

●道路台帳図の凡例

大きな車・重量のある車が通行するには
　道路は一定の構造基準（舗装の厚さ、幅員等）により造られています。このため、道路法では道路の構造を守り、交
通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。この制限のことを「一般的
制限」といい、制限値のことを「一般的制限値」といいます。

●特殊な車両の主な種類は次の通りです。
新規格車、建設機械（トラッククレーン）、単車（トラック等）、セミトレーラ、海上コンテナ用セミトレーラ、ポールトレーラ　等

幅
長さ
高さ
重さ 総重量
 軸重
 隣接軸重

 輪荷重
最小回転半径

 2.5 メートル
 12.0 メートル
 3.8 メートル
 20.0 トン
 10.0 トン
●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
 18.0 トン
（ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り

合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン）

●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
 20.0 トン
 5.0 トン
 12.0 メートル

車両の諸元 一般的制限値

長さ　
12メー

トル

幅
2.5メートル

高さ
3.8メートル
高さ

3.8メートル

特殊車両通行許可件数の推移

●新規格車
　新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。
　新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行す
ることができますが、その他の道路を通行する場合は、特殊車両通行
許可が必要となります。

令和３年度特殊車両通行許可台数の車種別内訳

単車
415台

新規格車
8,957台

建設機械
768台

重量物運搬セミトレーラ
645台

ポールトレーラ
173台

海上コンテナセミトレーラ
　　37台

一般セミトレーラ
381台

フルトレーラ
17台
その他
12台

令和
3年度

令和
2年度

平成
31年度

平成
３０年度

平成
２９年度

許可
件数

許可
台数

協議
件数

11,405

2,158

36,387

9,914

2,113

34,607

15,832

3,622

32,411

4,350

20,823

4,814

35,324

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

28,190

18,180

車　種 最遠軸距（d） 長さ 新規格車の制限値

特例５車種
8.0m≦ d<9.0m ― 24.0t< 総重量≦ 25.0t
9.0m≦ d<10.0m ― 25.5t< 総重量≦ 26.0t

単　車
特例５車種を
除く連結車

d<5.5m ― 総重量≦ 20.0t

5.5m≦ d<7.0m
9.0m≦長さ 総重量≦ 22.0t
長さ<9.0m 総重量≦ 20.0t

7.0m≦ｄ
11.0m≦長さ 総重量≦ 25.0t

9.0m≦長さ<11.0m 総重量≦ 22.0t
長さ<9.0m 総重量≦ 20.0t
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道路の占用許可

道路に施設などを設けて継続して使用するためには、占用許可が必要です。
占用許可に伴い、道路占用料が必要です。

道路の占用許可

道路占用許可の特例

オンライン電子申請システム

導入のメリット

（1）人や車の通行以外に道路に施設などを設けて継続して使うことを「占用」といいます。
　●道路は、本来、人や車が通行するための公共施設であり、それ以外の使用は原則として認められていません。
　●しかし、日常生活に不可欠な電気・ガス・上下水道・通信などのライフライン施設や、商店の突出看板など、法律で
特に定めているものに限り、道路を「占用」することができます。

（2）道路を占用するには、道路占用許可が必要です。
　●道路を占用する場合には、道路法に基づき、道路管理者の許可を受ける必要があります。
　●占用物件は、道路本来の機能である、人や車の通行の妨げにならないものでなければなりません。

（3）道路占用は、都民の共有財産である道路を特別
に使用することから、道路占用料という費用負
担が必要です。

ライフライン施設

突出看板

地下鉄 道
路
管
理
セ
ン
タ
ー

1

4

5

2

3

6

申請 受付

許可書
受理

許可

工事着手
完了届

受付
確認

公益事業者 道路管理者

警　察

道路使用許可

　オンライン電子申請システムは、23区の区域内において道路管理者（東京都など）と公益6企業（※1）が一般財団法
人道路管理センターの開発した「道路管理システム」を利用し、申請業務の効率化等を図るため、道路占用に関する申
請、許可及び進捗管理までの一連の業務をオンラインで行うものです。  
※1　公益6企業とは、東京電力、東京ガス、NTT、KDDI、都水道局、都下水道局です。

　道路の占用は、道路の敷地外に余地が無く、やむ
を得ない場合に許可できますが、都市再生特別措置
法や国家戦略特別区域法に基づく道路占用許可の
特例や、歩行者利便増進道路［ほこみち］制度を活
用することで、まちのにぎわい創出や歩行者の利便
促進に資する施設を設置することができます。
　環状第２号線（新橋・虎ノ門間）では、都市再生特
別措置法等を活用して、平成２６年から地元のエリア
マネジメント団体がオープンカフェの設置やイベン
トを実施してきました。また、令和４年に同地区を都
内初の歩行者利便増進道路として指定しました。
　東京駅丸の内口周辺の行幸通りや新宿副都心街
路第4号線等においても、エリアマネジメント団体が
周辺施設と一体となった取組を進めています。
　引き続き、ほこみち制度を活用して、まちのにぎわ
い創出を図っていきます。

     公益事業者
●申請業務の効率化
●申請書類作成事務の効率化
●進捗状況管理の効率化
●各種集統計業務の効率化

     道路管理者
●受付窓口業務の負担軽減
●申請書類審査効率の向上
●進捗状況管理の効率化
●各種集統計業務の効率化

●主な占用物件

（電気・ガス・上下水道・通信など）

（電線共同溝）

（共同溝）

令和3年度道路占用許可件数

総件数
約44,000件

NTT
7％

下水道事業者　6％

NTT以外の認定
電気通信事業者　2％

都交通局
東京メトロなど　5％

一般占用
55%

例：突出看板
　 案内標識
　 工事用足場
　 公共駐車場など

東京電力
11％ 水道事業者

7％

東京ガス
7％総件数

約32,000件

環状第２号線（新橋・虎ノ門間）に設置されているオープンカフェ
の様子
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　引き続き、ほこみち制度を活用して、まちのにぎわ
い創出を図っていきます。

     公益事業者
●申請業務の効率化
●申請書類作成事務の効率化
●進捗状況管理の効率化
●各種集統計業務の効率化

     道路管理者
●受付窓口業務の負担軽減
●申請書類審査効率の向上
●進捗状況管理の効率化
●各種集統計業務の効率化

●主な占用物件

（電気・ガス・上下水道・通信など）

（電線共同溝）

（共同溝）

令和3年度道路占用許可件数

総件数
約44,000件

NTT
7％

下水道事業者　6％

NTT以外の認定
電気通信事業者　2％

都交通局
東京メトロなど　5％

一般占用
55%

例：突出看板
　 案内標識
　 工事用足場
　 公共駐車場など

東京電力
11％ 水道事業者

7％

東京ガス
7％総件数

約32,000件

環状第２号線（新橋・虎ノ門間）に設置されているオープンカフェ
の様子
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建設事務所と商店会の皆さんが合同で「のぼり旗」「置き看板」への是正指導を行う様子

建設事務所と区市町村が合同で、放置自転車、放棄自転車への是正指導、警告作業を行う様子

道路の不適正利用の是正指導

　道路の機能を確保し、いつでも安全で円滑に道路を利用できるようにするためには、道路の不適
正な利用で、一般の自由な交通が阻害されていないか、常に点検する必要があります。
　東京都では、都内１１の建設事務所がそれぞれの所管地区のパトロールを行い、道路の不適正な
利用の早期発見に努め、必要に応じて是正指導等を行っています。

　道路上に「置き看板」「のぼり旗」「商品置場」等を放置することは、通行の支障になるばかりでなく、事故を招きか
ねないため、道路法で禁止されています。特に、視覚障害者を安全に誘導するための、点字ブロックの上に、荷物な
どが放置されていると大変危険です。

道路の不適正利用について

　各建設事務所では、都道上で道路が不適正に利用されていないか、毎日パトロールをしており、発見した場合は、
その場で改善するよう指導・警告を行っています。
　また、所轄警察や区市町村、町内会・自治会・商店会等とも協力し、合同でパトロールを行い、地域ぐるみでの道路
及び交通環境の改善にも努めています。

　路上工事は、道路や、電気・ガス・上下水道･通信などライフラインの維持管理などのために、欠かせないものです。
都内では、交通事情に配慮し、ほとんどの工事が夜間に実施されています。
　各建設事務所では、工事現場において、歩行者の通路が確保されているか、交通誘導が適切に行われているかな
ど、工事の適正な施工と事故の未然防止に努めるため、夜間のパトロールも実施しています。

路上工事について

●パトロールの結果、道路で行われていた工事で次のような問題箇所が発見されており、各建設事務所において、
　指導・警告を行っています。

道路監察パトロールによる指摘箇所

夜間パトロールの様子

自動販売機
の設置

置き看板

のぼり旗

自転車・バイクの放置

点字ブロック上の
物の放置

作業場として使用

商品置場

復旧での問題
4件　4％

掘削での問題
3件　3％

路面覆工
での問題
1件　1％

保安施設
での問題
53件
55％

その他
35件
37％

［令和３年度］

その他とは、工事現場の整理整頓、巡視、占用物件の適正
管理での問題です。
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